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	第１章　総　　　則

	

	第１条
	（目　的）

	
	　この規程は、社員が社命により出張及び転勤する場合の旅費の支給について定める。

	(２)
	 この規程は、会社に勤務するすべての社員に対して適用する。

	
	

	第２条
	（旅費の種類）

	
	　旅費の種類は、次のとおりとする。

	
	1. 出張旅費
2. 転勤旅費

	
	

	第３条
	（旅費の区分）

	
	　出張にあたっては、次に定める旅費を支給する。

	
	1. 交通費
2. 日　当
3. 宿泊料

	
	

	第４条
	（旅費の計算）

	
	　旅費はすべて順路によって支給する。ただし、天災その他特別の事情により、やむを得ないときは実際の経路により支給する。

	
	

	第５条
	（交通費の計算）

	
	　交通費は、次の区分によって別表に定める等級の料金を支給する。

	
	1. 鉄道料金
2. 船舶料金
3. 航空料金
4. その他の交通料金

	(２)
	　特別急行料金、寝台料金、グリーン料金等の特別料金は、所属長が業務の都合上必要と認めたときに限り実費を支給する。

	(３)
	　下級者が上級者に随行するとき、又はこれに準ずる場合は、上級者の等級区分による交通費を支給する。

	
	

	第６条
	（航空機の利用）

	
	　緊急業務のため、航空機の利用が必要であると所属長が認めたときは、その実費を支給する。

	
	

	第７条
	（社有自動車等利用の場合）

	
	　社有自動車など会社の所有に属する交通機関を利用したときは、この区間の交通費は支給しない。

	(２)
	　自動車の運行にともなう高速道路通行料、ガソリン代、修理費、駐車料その他の経費は実費を支給する。

	(３)
	　自動車による出張中、自動車の使用が不可能となったり、特殊な業務のため他の交通機関を利用したときは、この区間の交通費は実費を支給する。

	
	

	第８条
	（日当、宿泊料）

	
	　日当および宿泊料は、出張の初日から最終日まで、暦日により出張日数、宿泊日数に応じて別表に定める料金を支給する。

	(２)
	　鉄道、船舶などの交通機関において、暦日が２日にわたって乗車し、４時間以上宿泊する船車中泊となる場合は、別表に定める宿泊料の　　％を支給する。

	
	

	
	

	
	

	
	

	第２章　出　張　旅　費

	
	

	第９条
	（出張旅費の区分）

	
	　出張旅費は、出張の目的、距離により次のとおりとする。

	
	1. 普通出張旅費
2. 近接地出張旅費
3. 準出張旅費

	
	

	第10条
	（普通出張旅費）

	
	　出張の目的、時間、および距離にかかわらず、宿泊（船車中泊を含む）を要する出張を普通出張とする。

	(２)
	　普通出張旅費は、交通費、日当および宿泊料とし、第１章第５条および第８条の定めるところにより支給する。

	(３)
	　同一個所で連続　　日間を超えて滞在するときは、これを超える期間の日当については、定額の　　％を減額して支給する。

	
	

	第11条
	（近接地出張旅費）

	
	　出張の目的にかかわらず、出発の当日帰着できる出張であって、次の条件を満たすものを近接地出張として旅費を支給する。

	
	1. 勤務地より　　キロメ―トル以上の地域
2. 鉄道、船舶および自動車により、片道所要時間が　　時間以上の地域

	
	

	第12条
	（近接地出張旅費の計算）

	
	　近接地出張の交通費は、第１章第５条の定めるところにより、日当は定額の　　　　　％を支給する。

	(２)
	　近接地出張者が、業務の都合上やむを得ない事由によって宿泊の必要が生じたときは、普通出張に準ずるものとして、第１章第５条および第８条に定める旅費を支給する。

	
	

	第13条
	（準出張旅費）

	
	　準出張旅費は、会社の業務遂行に必要な一般知識、技能などの修得又は資格取得のための研修、受講訓練、その他これに準ずる用務により出張するときに支給する。

	
	

	第14条
	（準出張旅費の計算）

	
	　準出張旅費は、交通費、日当および宿泊料とし、第１章第５条および第８条に定めるところにより支給する。ただし、会費その他の名目ですでに旅費相当額を支出している場合、重複する部分の旅費は支給しない。

	
	

	
	

	
	

	第３章　出　張　手　続

	
	

	第15条
	（出張の申請）

	
	  出張するときは、あらかじめ所定の「出張申請および予定表」にそれぞれ必要事項記入のうえ、所属長あてに提出し、承認を得なければならない。

	
	

	第16条
	（旅費の仮払）

	
	　出張者が、所属長の承認を得たときは、出張に要する費用の全額の仮払いを受けることができる。

	
	

	第17条
	（出張報告書）

	
	　出張者が出張先から帰社したときは、所定の「出張報告書」を作成のうえ、３日以内に所属長あてに報告しなければならない。

	
	

	第18条
	（旅費の精算）

	
	　出張者が、出張先から帰社したときは、すみやかに所定の「出張旅費精算書」を作成して、所属長の承認を受けたうえ、３日以内に旅費の精算をしなければならない。

	(２)
	　実費の支給を受けるときは、その支出を証明するため、前項の精算書に領収証書となる書面を添付しなければならない。ただし、領収証書を徴することができないときは、支払報告書を提出することを要する。

	
	

	
	

	
	

	第４章　転　勤　旅　費

	
	

	第19条
	（転勤旅費）

	
	　転勤旅費を次のとおり支給する。

	
	1. 本人移転料
2. 支度料
3. 運賃荷造費および運送保険料
4. 家族移転料

	
	

	第20条
	（本人移転料）

	
	　居住地の変更を要する転任又は新任のため、赴任する者に対しては、第２章第１０条に定める普通出張旅費を支給する。

	
	

	第21条
	（支度料）

	
	　本人の赴任支度料は下記によって支給する。

	
	1. 本人が単身で赴任するとき　　　　　　　　    基本給の　　月分
2. 本人赴任のあと家族だけが移転するとき　　 基本給の　　月分
3. 本人が家族と一緒に赴任するとき　　　　　   基本給の　　月分

	
	

	第22条
	（運賃荷造費等）

	
	　転任にあたっては、家具などの運賃荷造費および運送保険料の実費を支給する。

	
	

	第23条
	（家族移転料）

	
	　家族の移転料として、本人と同等級の交通費の実費を支給する。

	(２)
	　本人赴任後　　カ月を経ても、家族が移転しないときは、原則としてその家族の移転料および支度料は支給しない。

	
	

	第24条
	（転勤者の宿泊）

	
	　転勤者およびその家族が、新任地に到着してから新住居に入居できるまでは、会社が認める宿泊施設に宿泊することとする。

	(２)
	　前項の宿泊に要する実費は会社が負担する。ただし、転勤者又はその家族の都合により、会社が認める宿泊施設以外のところに宿泊したときは、原則としてこの実費は支給しない。

	
	

	第25条
	（赴任休暇）

	
	　転勤者が転勤するときは、次に定める赴任休暇を与える。

	
	1. 単身で赴任の場合　　　　　　　　　　　  日
2. 家族を同伴する赴任の場合　　　　　　　日

	(２)
	  前項の赴任休暇は特別有給休暇扱いとする。

	
	

	
	

	
	

	附　　　則

	1. この規程は、平成　　年　　月　　日より実施する。
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